
 
平成２６年２月１２日 

消 防 庁 

 

蓄電池設備の基準の一部を改正する件（案）等に対する意見募集 
 

消防庁は、蓄電池設備の基準の一部を改正する件（案）等の内容について、平成２

６年２月１３日から平成２６年３月１４日までの間、意見を募集します。 

 

１ 改正内容 

今回の蓄電池設備の基準の一部を改正する件（案）等の主な改正事項は、以下のと

おりです。 

(1) 蓄電池設備の基準の一部を改正する件（案）において、産業用リチウムイオン蓄

電池に係るＪＩＳ規格の制定に伴い、リチウムイオン電池を用いる蓄電池設備の構造

及び性能の基準について所要の規定の整備を図るものです。 

(2) 消防用設備等の点検の基準及び消防用設備等点検結果報告書に添付する点検

票の様式の一部を改正する件（案）等において、特定駐車場における必要とされ

る防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令（案）の施行に伴

い、閉鎖型泡水溶液ヘッド等を用いた泡消火設備の設置及び維持について、令第

２９条の４に基づく通常用いられる消防用設備等の防火安全性能と同等以上の性

能を有する設備等として必要な技術基準に対応するための点検の基準及び点検票

の様式等について必要な改正を行うほか、所要の規定の整備を行うものです。 

 

２ 意見募集対象及び意見募集要領 

○ 意見募集対象 

 蓄電池設備の基準の一部を改正する件（案） 

 消防用設備等の点検の基準及び消防用設備等点検結果報告書に添付する点検票

の様式の一部を改正する件（案） 

 消防用設備等試験結果報告書の様式の一部を改正する件（案） 

 消防法施行規則第３１条の６第１項及び第３項の規定に基づく消防用設備等又

は特殊消防用設備等の種類及び点検内容に応じて行う点検の期間、点検の方法

並びに点検の結果についての報告書の様式の一部を改正する件（案） 

○ 詳細については、別紙の概要資料を御覧ください。 

 

３ 意見募集の期限 

平成２６年３月１４日（金）（必着）（郵送についても、募集期間内の必着とします。） 

 

４ 今後の予定 



皆様からお寄せ頂いた御意見を検討した上で、当該告示を公布する予定です。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

（事務連絡先） 

消防庁予防課 吉村補佐、青島 

TEL ０３－５２５３－７５２３（直通） 

FAX ０３－５２５３－７５３３ 

 



 
 

 

 

意 見 募 集 要 領  

 

 

１ 意見募集対象  

 蓄電池設備の基準の一部を改正する件（案） 

 消防用設備等の点検の基準及び消防用設備等点検結果報告書に添付する

点検票の様式の一部を改正する件（案） 

 消防用設備等試験結果報告書の様式の一部を改正する件（案） 

 消防法施行規則第３１条の６第１項及び第３項の規定に基づく消防用設

備等又は特殊消防用設備等の種類及び点検内容に応じて行う点検の期間、点

検の方法並びに点検の結果についての報告書の様式の一部を改正する件

（案） 

２ 資料入手方法  

意見募集対象となる省令案等については、電子政府の総合窓口（e-Gov）（「パ

ブリックコメント」欄（http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public）に掲載する

とともに、連絡先窓口において閲覧に供することとします。  

 

３ 意見の提出方法  

意見書（別紙様式）に氏名及び住所（法人又は団体の場合は、名称、代表者の氏

名及び主たる事務所の所在地）並びに連絡先（電話番号又は電子メールアドレス）

を明記の上、意見提出期限までに、次のいずれかの方法等により提出してください。 

ただし、電子メールを利用して意見を御提出いただく場合には、メール本文に氏

名及び住所（法人又は団体の場合は、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在

地）並びに連絡先（電話番号又は電子メールアドレス）を御記入ください。 

御記入いただいた氏名及び住所（法人又は団体の場合は、名称、代表者の氏名及

び主たる事務所の所在地）並びに連絡先（電話番号又は電子メールアドレス）は、

提出意見の内容に不明な点があった場合等の連絡・確認のために利用します。 

なお、御意見を正確に把握する必要があるため、電話等による御意見は御遠慮願

います。 

 

（１）電子メールを利用する場合 

電子メールアドレス：k.aoshima@soumu.go.jp 

消防庁予防課あて 

※意見の内容はメール本文に記載して送付してください（コンピュータウィ

ルス対策のため、添付ファイルによる意見の提出は御遠慮願います。）。 

 

（２）郵送する場合  

mailto:k.aoshima@soumu.go.jp


 
 

〒１００－８９２７ 東京都千代田区霞が関２－１－２ 

消防庁予防課あて 

 

（３）ＦＡＸを利用する場合 

ＦＡＸ番号：０３－５２５３－７５３３ 

消防庁予防課あて 

※担当に電話連絡後、送付してください。 

なお、別途、電子データによる送付をお願いする場合があります。 

 

４ 意見提出期限 

平成２６年３月１４日（金）（必着）（郵便についても、募集期間内の必着とし

ます。） 

 

５ 留意事項 

意見が１０００字を超える場合、その内容の要旨を添付してください。 

提出されました意見は、電子政府の総合窓口[ｅ－Ｇｏｖ]パブリックコメント・

意見募集案内（http://www.e-gov.go.jp）の「パブリックコメント欄」に掲載する

ほか、消防庁予防課において配布します。 

なお、意見を提出された方の氏名（法人等にあってはその名称）やその他属性に

関する情報を公表する場合があります（匿名希望、及び御意見も含めた全体につい

て非公表を希望する場合は、意見提出時にその旨お書き添え願います。）。また、

意見に対する個別の回答はいたしかねますので、あらかじめ御了承ください。 



 
 

様式 

意 見 書 

 

平成  年  月  日 

 

総務省消防庁予防課 あて 

 

郵 便 番 号：〒             

（ふりがな） 

住    所：              

（ふりがな） 

氏名（注１） ：               

電 話 番 号：              

電子ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ：              

 

蓄電池設備の基準の一部を改正する件（案）等に関し、以下のとおり意見を提出

いたします。 

 

（以下に意見を記載する。別紙に記載する場合は「別紙に記載」と記載し、意見を

記載した別紙を添付する。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注１ 法人又は団体にあっては、その名称及び代表者の氏名を記載すること。 

注２ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番とすること。別紙にはページ番号を

記載すること。 



蓄電池設備の基準の一部を改正する件（案）等について 

平 成 ２ ６ 年 ２ 月  

消 防 庁 予 防 課  

 

１ 蓄電池設備の基準の一部を改正する件（案）について 

【概要】 

  産業用リチウムイオン電池に係るＪＩＳ規格の制定に伴い、リチウムイオン蓄電池を

用いる蓄電池設備の構造及び性能の基準について所要の規定の整備を図るものである。 

 

【理由】 

消防用設備等の非常電源として規定されている蓄電池設備について、平成２４年３月

消防庁告示第４号により、リチウムイオン蓄電池（ポータブル機器用リチウムイオン蓄

電池に限る。）に係る技術基準が規定されたところであるが、今般、産業用リチウムイ

オン蓄電池に係る JIS規格が制定されたことを踏まえ、当該蓄電池を消防用設備等の非

常電源である蓄電池設備に位置づける必要があることから、蓄電池設備の基準を改正す

るものである。 

 

【内容】 

（１）蓄電池設備の構造及び性能（第２第 1号関係） 

  リチウムイオン蓄電池の最低許容電圧について、公称電圧の８０％の電圧とならない

場合もあることから、最低許容電圧の定義の明確化を行う。 

 

（２）蓄電池設備の蓄電池の構造及び性能（第２第２号関係） 

リチウムイオン蓄電池の構造及び性能について、新たに制定された産業用リチウムイ    

オン蓄電池に係る JIS規格に適合する蓄電池を追記するほか、最低許容電圧の定義の明

確化に伴い、所要の規定の整備を行う。 

 

（３）表示（第３第６号関係） 

リチウムイオン蓄電池を用いる蓄電池設備の表示について、蓄電池設備の容量を規定

するにあたって、蓄電池の最低許容電圧値を確認する必要があることから、当該蓄電池

の最低許容電圧を表示することを明記するとともに、用語について規定を整理する。 

 

【施行期日】 

平成２６年７月１日から施行する。 

 

２ 消防用設備等の点検の基準及び消防用設備等点検結果報告書に添付する
点検票の様式の一部を改正する件（案）等について 

 

【理由】 

  特定駐車場における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関

する省令（案）の施行に伴い、閉鎖型泡水溶液ヘッド等を用いた泡消火設備の設置及び
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維持について、令第 29条の４に基づく通常用いられる消防用設備等の防火安全性能と同

等以上の性能を有する設備等として必要な技術基準に対応するための点検の基準及び点

検票の様式等について必要な改正を行うほか、所要の規定の整備を行うものである。 

 

【内容】 

消防用設備等の点検の基準及び消防用設備等点検結果報告書に添付する点検票の様

式（昭和５０年消防庁告示第１４号）、消防用設備等試験結果報告書の様式（平成元年

消防庁告示第４号）及び消防法施行規則第３１条の６第１項及び第３項の規定に基づく

消防用設備等又は特殊消防用設備等の種類及び点検内容に応じて行う点検の期間、点検

の方法並びに点検の結果についての報告書の様式（平成１６年消防庁告示第９号）につ

いて、特定駐車場用泡消火設備に係る規定を加えるほか、所要の規定の整備を行うもの

である。 

 

【施行期日】公布の日 
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蓄
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、
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る
。
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、
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。
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イ

電
気
用
品
の
技
術
上
の
基
準
を
定
め
る
省
令
（
平
成
二
十
五
年
経

ー
タ
ブ
ル
機
器
用
リ
チ
ウ
ム
二
次
電
池
）
に
適
合
す
る
も
の
又
は
こ
れ

済
産
業
省
令
第
三
十
四
号
）
の
規
定
に
適
合
し
、
か
つ
、
Ｊ
Ｉ
Ｓ
Ｃ

と
同
等
以
上
の
構
造
及
び
性
能
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

八
七
一
一
（
ポ
ー
タ
ブ
ル
機
器
用
リ
チ
ウ
ム
二
次
電
池
）
に
適
合
す

る
も
の

ロ

Ｊ
Ｉ
Ｓ
Ｃ
八
七
一
五
―
一
（
産
業
用
リ
チ
ウ
ム
二
次
電
池
の
単
電

池
及
び
電
池
シ
ス
テ
ム
第
一
部
）
及
び
Ｊ
Ｉ
Ｓ
Ｃ
八
七
一
五
―
二
（

産
業
用
リ
チ
ウ
ム
二
次
電
池
の
単
電
池
及
び
電
池
シ
ス
テ
ム
第
二
部

）
に
適
合
す
る
も
の

㈣
～
㈦

（
略
）

㈣
～
㈦

（
略
）

㈧

リ
チ
ウ
ム
イ
オ
ン
蓄
電
池
以
外
の
蓄
電
池
の
最
低
許
容
電
圧
は
、
公

（
新
設
）

称
電
圧
の
八
十
パ
ー
セ
ン
ト
の
電
圧
で
あ
る
こ
と
。

三
～
六

（
略
）

三
～
六

（
略
）

第
三

表
示

第
三

表
示

蓄
電
池
設
備
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
そ
の
見
や
す
い
箇
所
に
容
易
に

蓄
電
池
設
備
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
そ
の
見
や
す
い
箇
所
に
容
易
に

消
え
な
い
よ
う
に
表
示
す
る
も
の
と
す
る
。

消
え
な
い
よ
う
に
表
示
す
る
も
の
と
す
る
。

一
～
五

（
略
）

一
～
五

（
略
）

六

リ
チ
ウ
ム
イ
オ
ン
蓄
電
池
を
用
い
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
組
電
池
当
た

六

リ
チ
ウ
ム
イ
オ
ン
蓄
電
池
を
用
い
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
組
電
池
当
た

り
の
公
称
電
圧
及
び
定
格
容
量
並
び
に
蓄
電
池
の
最
低
許
容
電
圧

り
の
定
格
電
圧
及
び
定
格
容
量
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○
消
防
庁
告
示
第

号

消
防
法
施
行
規
則
第
三
十
一
条
の
六
第
一
項
及
び
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
く
消
防
用
設
備
等
又
は
特
殊
消
防
用
設
備
等
の
種

類
及
び
点
検
内
容
に
応
じ
て
行
う
点
検
の
期
間
、
点
検
の
方
法
並
び
に
点
検
の
結
果
に
つ
い
て
の
報
告
書
の
様
式
（
平
成
十
六

年
消
防
庁
告
示
第
九
号
）
第
二
第
一
号
及
び
第
二
号
並
び
に
第
四
の
規
定
に
基
づ
き
、
消
防
用
設
備
等
の
点
検
の
基
準
及
び
消

防
用
設
備
等
点
検
結
果
報
告
書
に
添
付
す
る
点
検
票
の
様
式
（
昭
和
五
十
年
消
防
庁
告
示
第
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

平
成
二
十
六
年

月

日

消
防
庁
長
官

大
石

利
雄

第
二
号
中
「
屋
内
消
火
栓
設
備
」
を
「
屋
内
消
火
栓
設
備
」
に
改
め
る
。

せ
ん

第
五
号
中
「
泡
消
火
設
備
」
を
「
泡
消
火
設
備
」
に
改
め
る
。

あ
わ

第
九
号
中
「
屋
外
消
火
栓
設
備
」
を
「
屋
外
消
火
栓
設
備
」
に
改
め
る
。

せ
ん

第
三
十
五
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

三
十
六

特
定
駐
車
場
用
泡
消
火
設
備
の
点
検
の
基
準
及
び
点
検
票

別
表
第
三
十
六
及
び
別
記
様
式
第
三
十
六

別
表
第
三
十
五
の
次
に
次
の
一
表
を
加
え
る
。





別表第36 特定駐車場用型泡消火設備の点検の基準

１ 機器点検

次の事項について確認すること。

⑴ 水源

ア 貯水槽

変形、損傷、漏水、漏気、著しい腐食等がないこと。

イ 水量

規定量が確保されていること。

ウ 水状

著しい腐敗、浮遊物、沈澱物等がないこと。

エ 給水装置

変形、損傷、著しい腐食等がなく、機能が正常であること。

オ 水位計

変形、損傷等がなく、指示値が適正で、かつ、正常に作動すること。

カ 圧力計（ 圧力水槽方式のものに限る。）

変形、損傷等がなく、指示値が適正で、かつ、正常に作動すること。



キ バルブ類

漏れ、変形、損傷等がなく、開閉位置が正常で、かつ、開閉操作が容易にできること。

⑵ 加圧送水装置

ア ポンプ方式

(ア) 電動機の制御装置

ａ 周囲の状況

周囲に使用上及び点検上の障害となるものがないこと。

ｂ 外形

変形、損傷、著しい腐食等がないこと。

ｃ 表示

適正であること。

ｄ 電圧計及び電流計

変形、損傷等がなく、指示値が適正であること。

ｅ 開閉器及びスイッチ類

変形、損傷、脱落、端子の緩み等がなく、開閉位置が正常で、かつ、開閉機能が正常であ

ること。



ｆ ヒューズ類

損傷、溶断等がなく、所定の種類及び容量のものが使用されていること。

ｇ 継電器

脱落、端子の緩み、接点の焼損、ほこりの付着等がなく、機能が正常であること。

ｈ 表示灯

正常に点灯すること。

ｉ 結線接続

断線、端子の緩み、脱落、損傷等がないこと。

ｊ 接地

著しい腐食、断線等がないこと。

ｋ 予備品等

予備品及び回路図等が備えてあること。

(イ) 起動装置

ａ 起動用水圧開閉装置

(a) 圧力スイッチ

変形、損傷、端子の緩み等がなく、設定圧力値が設計図書のとおりであること。



(b) 起動用圧力タンク

変形、損傷、漏水、漏気、著しい腐食等がなく、圧力計の指示値が適正であること。

(c) 機能

作動圧力値が適正であること。

ｂ 火災感知装置

(a) 感知器

自動火災報知設備の機器点検の基準に準じ、機能が正常であること。

(ウ) 電動機

ａ 外形

変形、損傷、著しい腐食等がないこと。

ｂ 回転軸

回転が円滑であること。

ｃ 軸受部

潤滑油に著しい汚れ、変質等がなく、必要量が満たされていること。

ｄ 軸継手

緩み等がなく、機能が正常であること。



ｅ 機能

正常であること。

(エ) ポンプ

ａ 外形

変形、損傷、著しい腐食等がないこと。

ｂ 回転軸

回転が円滑であること。

ｃ 軸受部

潤滑油に著しい汚れ、変質等がなく、必要量が満たされていること。

ｄ グランド部

著しい漏水がないこと。

ｅ 連成計及び圧力計

正常に作動すること。

ｆ 性能

適正であること。

(オ) 呼水装置



ａ 呼水槽

変形、損傷、漏水、著しい腐食等がなく、水量が規定量以上あること。

ｂ バルブ類

漏れ、変形、損傷等がなく、開閉位置が正常で、かつ、開閉操作が容易にできること。

ｃ 自動給水装置

変形、損傷、著しい腐食等がなく、機能が正常であること。

ｄ 減水警報装置

変形、損傷、著しい腐食等がなく、機能が正常であること。

ｅ フート弁

吸水に障害となる異物の付着、つまり等がなく、逆止効果が正常であること。

(カ) 性能試験装置

変形、損傷、腐食等がなく、機能が正常であること。

イ 高架水槽方式

変形、損傷、腐食、漏水等がなく、所定の圧力が得られること。

ウ 圧力水槽方式

変形、損傷、腐食、漏水等がなく、所定の圧力が確保されており、かつ、圧力の自然低下防止



装置が正常に作動すること。

⑶ 減圧のための措置

減圧弁等に変形、損傷、漏れ等がないこと。

⑷ 配管等

ア 管及び管継手

漏れ、変形、損傷等がなく、他のものの支え、つり等に利用されていないこと。

イ 支持金具及びつり金具

脱落、曲がり、緩み等がないこと。

ウ バルブ類

漏れ、変形、損傷等がなく、開閉位置が正常で、かつ、開閉操作が容易にできること。

エ ろ過装置

ろ過網の変形、損傷、異物の堆積等がないこと。
たい

オ 逃し配管

変形、損傷、著しい腐食等がなく、逃し水量が適正であること。

カ 流水検知装置二次側配管（予作動式のものに限る。）

圧力が適正であること。



キ 末端試験弁

漏れ、変形、損傷等がなく、開閉位置が正常で、かつ、開閉操作が容易にできること。

ク 混合装置試験弁

漏れ、変形、損傷等がなく、開閉位置が正常で、かつ、開閉操作が容易にできること。

ケ 標識

制御弁及び末端試験弁である旨の標識が適正に設けられていること。

⑸ 泡消火薬剤貯蔵槽等

ア 消火薬剤貯蔵槽

変形、損傷、漏液、漏気、著しい腐食等がないこと。

イ 消火薬剤

変質、著しい汚れ等がなく、規定量以上貯蔵されていること。

ウ 圧力計

変形、損傷等がなく、指示値が適正で、かつ、正常に作動すること。

エ バルブ類

漏れ、変形、損傷等がなく、開閉位置が正常で、かつ、開閉操作が容易にできること。

⑹ 泡消火薬剤混合装置及び加圧送液装置



ア 外形

変形、損傷、漏水、漏液等がないこと。

イ 泡消火薬剤混合装置（調整機構を有するものに限る。）

調整機構の設定状態が設置時と同じであること。

ウ 加圧送液装置

漏液等が無く、加圧用ポンプを用いるものにあっては、加圧送水装置に準じた点検を行い、機

能が正常であると。

⑺ 閉鎖型泡水溶液ヘッド等

ア 外形

漏れ、変形、損傷、著しい腐食等がなく、他のものの支え、つり等に利用されていないこと。

イ 感知障害

ヘッドの周囲に感熱を妨げるものがないこと。

ウ 放射障害

ヘッドの周囲に散水分布を妨げるものがないこと。

エ 未警戒部分

ヘッドが設けられていない部分がないこと。



オ 適応性

設置場所に適応するヘッドが設けられていること。

⑻ 開放型泡水溶液ヘッド等

ア 外形

漏れ、変形、損傷、著しい腐食、つまり等がないこと。

イ 放射障害

ヘッドの周囲に散水分布を妨げるものがないこと。

ウ 未警戒部分

ヘッドが設けられていない部分がないこと。

⑼ 感知継手等

ア 外形

漏れ、変形、損傷、著しい腐食等がなく、他のものの支え、つり等に利用されていないこと。

イ 感知障害

感知継手の周囲に感熱を妨げるものがないこと。

ウ 未警戒部分

感知継手が設けられていない部分がないこと。



エ 適応性

設置場所に適応する感知継手が設けられていること。

⑽ 一斉開放弁（電磁弁を含む。）

漏れ、変形、損傷、著しい腐食、端子の緩み、脱落等がなく、機能が正常であること。

⑾ 流水検知装置

ア バルブ本体及び附属品

漏れ、変形、損傷等がなく、圧力計の指示値が適正であり、かつ、機能が正常であること。

イ リターディング・チャンバー

変形、損傷、著しい腐食等がなく、かつ、オートドリップ等による排水が有効であること。

ウ 圧力スイッチ

変形、損傷、端子の緩み等がなく、設定圧力値が設計図書のとおりであり、かつ、作動圧力値

が適正であること。

エ 音響警報装置及び表示装置

機能が正常であること。

オ 減圧警報装置

作動圧力及び警報が適正であること。



⑿ 泡ヘッド

ア 外形

漏れ、変形、損傷、著しい腐食等がなく、他のものの支え、つり等に利用されていないこと。

イ 泡放出障害

ヘッドの周囲に散水分布を妨げるものがないこと。

ウ 未警戒部分

ヘッドが設けられていない部分がないこと。

⒀ 耐震措置

アンカーボルト、可とう管継手等に変形、損傷、著しい腐食等がなく、耐震措置が適正に行われ

ていること。

⒁ 制御盤

ア 周囲の状況

周囲に使用上及び点検上の障害となるものがないこと。

イ 外形

変形、損傷等がないこと。

ウ 電圧計



変形、損傷等がなく、指示値が適正であること。

エ 表示

適正であること。

カ 予備品等

予備品、回路図等が備えられていること。

キ スイッチ類

端子の緩み等がなく、開閉位置が正常で、かつ、開閉機能が正常であること。

ク ヒューズ類

損傷、溶断等がなく、所定の種類及び容量のものが使用されていること。

ケ 表示灯

正常に点灯すること。

コ 結線接続

断線、端子の緩み、脱落、損傷等のないこと。

サ 接地

著しい腐食、断線等の損傷がないこと。

シ 予備電源及び非常電源



a 電源の自動切替機能

電源の自動切替機能が正常であること。

b 端子電圧・容量

所定の電圧値及び容量を有していること。

２ 総合点検

⑴ 起動性能等

流水検知装置又は起動用水圧開閉装置が作動することにより加圧送水装置が起動し、電動機の運

転電流値が許容範囲内であり、運転中に不規則、不連続な雑音又は異常な振動、発熱がないこと。

⑵ 放射圧力

放射圧力は、使用するヘッドの最低放射圧力以上でかつ最高放射圧力以下であること。

⑶ 希釈容量濃度

使用する設備の最低希釈容量濃度以上でかつ最高希釈容量濃度以下であること。

⑷ 発泡倍率

5倍以上の発泡倍率であること。

⑸ 25％還元時間



60秒以上であること。



別
記
様
式
第
三
十
五
の
次
に
次
の
一
様
式
を
加
え
る
。



  
別記様式第３６                                         （その１） 

特 定 駐 車 場 用 泡 消 火 設 備 点 検 票  

名 称  
防 火 

管 理 者 ○印E  

所 在  立 会 者 A○印E  

点検種別 機 器 ・ 総 合  点検年月日 年  月  日 ～   年  月  日 

点 検 者 

資格   番号 

点 検 者 

所属会社 

社名              TEL 

氏名 

A○印E  

住所 

点 検  

設 備 名 
ポ ン プ 

製造者名 
電動機 

製造社名 

型 式 等 型 式 等 

点 検 項 目 
点 検 結 果 

措 置 内 容 
種別・容量等の内容 判 定 不 良 内 容 

機 器 点 検  

水

源 

貯 水 槽  種 別    

水 量 m3    

水 状     

給 水 装 置      

水 位 計      

圧    力    計     

バ ル ブ 類      

加

圧

送

水

装

置 

電

動

機

の

制

御

装

置

 

周 囲 の 状 況      

外 形     

表 示     

電 圧 計 ・ 電 流 計 Ｖ       Ａ    

開閉器・スイッチ類     

ヒ ュ ー ズ 類  Ａ    

継 電 器     

表 示 灯     

結 線 接 続     

接 地     

予 備 品 等     

備考 1 この用紙の大きさは、日本工業規格 A４とすること。 

２ 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。 

３ 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。 

４ 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。 

５ 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。 

 

 

 

 

 

 



  
特定駐車場用泡消火設備（その２） 

加

圧

送

水

装

置 

起

動

装

置 

起
動
用
水
圧
開
閉
装
置 

圧 力

ス イ ッ チ 
設定圧力      MPa 

   

起動用圧力

タ ン ク 
MPa 

   

機 能 作動圧力      MPa 
   

装

置 

火
災
感
知 

感 知 器 専用  兼用 

   

電

動

機 

外 形     

回 転 軸     

軸 受 部     

軸 継 手     

機 能     

ポ

ン

プ 

外 形     

回 転 軸     

軸 受 部     

グ ラ ン ド 部     

連 成 計 ・ 圧 力 計     

性 能 MPa    L/min    

呼

水

装

置 

呼 水 槽 L    

バ ル ブ 類     

自 動 給 水 装 置     

減 水 警 報 装 置     

フ ー ト 弁     

性 能 試 験 装 置     

高 架 水 槽 方 式     

圧 力 水 槽 方 式     

備考 １ この用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。 

   ２ 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。 

   ３ 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。 

   ４ 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。 

    ５ 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。 

 

 



  
特定駐車場用泡消火設備（その３） 

備考 １ この用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。 

   ２ 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。 

   ３ 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。 

   ４ 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。 

    ５ 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

減 圧 の た め の 措 置     

配 

管 

等 

管 ・ 管 継 手     

支 持 金 具 ・ つ り 金 具     

バ ル ブ 類     

ろ 過 装 置     

逃 し 配 管     

流水検知装置二次側配管 

（予作動式のものに限る。） 
    

末 端 試 験 弁     

混 合 装 置 試 験 弁     

標 識     

泡
消
火
薬
剤
貯
蔵
槽
等 

消 火 薬 剤 貯 蔵 槽     

消 火 薬 剤     

圧 力 計     

バ ル ブ 類     

及
び
加
圧
送
液
装
置 

泡
消
火
薬
剤
混
合
装
置 

外 形     

泡 消 火 薬 剤 混 合 装 置     

加 圧 送 液 装 置     

泡
水
溶
液
ヘ
ッ
ド
等 

閉

鎖

型 

外 形     

感 知 障 害     

放 射 障 害     

未 警 戒 部 分     

適 応 性     

水
溶
液
ヘ
ッ
ド
等 

開

放

型

泡 
外 形     

放 射 障 害     

未 警 戒 部 分     

感

知

継

手

等 

外 形     

感 知 障 害     

未 警 戒 部 分     

適 応 性     

一 斉 開 放 弁 （ 電 磁 弁 等 を 含 む ）      

 



  
                                                特定駐車場用泡消火設備（その４） 

備考 １ この用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。 

   ２ 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。 

   ３ 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。 

   ４ 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。 

    ５ 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。 

 

流 

水 

検 

知 

装 

置 

バ ル ブ 本 体 等 MPa    

リターディング・チャンバー     

圧 力 ス イ ッ チ 

設定圧力 作動圧力    

     MPa     MPa    

音響警報装置 ・表示装置     

減 圧 警 報 装 置     

泡 

ヘ 

ッ 

ド 

外 形     

泡 放 出 障 害     

未 警 戒 部 分     

耐 震 措 置     

制 
 
 

御 
 
 

盤 

周 囲 の 状 況     

外 形     

電 圧 計     

表 示     

予 備 品 等     

ス イ ッ チ 類     

ヒ ュ ー ズ 類     

表 示 灯     

結 線 接 続     

接 地     

予備電源及び

非常電源 

電源 の自動 

切 替 機 能 
    

端子電圧・容量     

 



  
特定駐車場用泡消火設備（その５） 

総 合 点 検 

起 動 性 能 等     

放 射 圧 力 備考欄表参照    

希 釈 容 量 濃 度 ％    

発 泡 倍 率 倍    

2 5 ％ 還 元 時 間 Sec    

備 
 
 
 
 
 
 
 

考 

放射試験の実施階記入欄 
階 最遠（    階） 任意の階（    階）  

放射圧力     ＭＰａ ＭＰａ  

 

屈折率計の読みと希釈容量濃度（混合率） 

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5  

希釈容量濃度（混合率） 

測
定
機
器 

機 器 名 型 式 校正年月日 製造者名 

    

    

    

    

    

備考 １ この用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。 

   ２ 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。 

   ３ 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。 

   ４ 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。 

   ５ 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。 

 



附

則

こ
の
告
示
は
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。



- 1 -

消
防
用
設
備
等
の
点
検
の
基
準
及
び
消
防
用
設
備
等
点
検
結
果
報
告
書
に
添
付
す
る
点
検
票
の
様
式
を
定
め
る
件
の
一
部
を
改
正
す
る
件

新
旧
対
照
表

○

消
防
用
設
備
等
の
点
検
の
基
準
及
び
消
防
用
設
備
等
点
検
結
果
報
告
書
に
添
付
す
る
点
検
票
の
様
式
（
昭
和
五
十
年
消
防
庁
告
示
第
十

四
号
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

消
防
用
設
備
等
の
点
検
の
基
準
及
び
消
防
用
設
備
等
点
検
結
果
報

消
防
用
設
備
等
の
点
検
の
基
準
及
び
消
防
用
設
備
等
点
検
結
果
報

告
書
に
添
付
す
る
点
検
票
の
様
式
は
、
消
防
用
設
備
等
の
種
類
及

告
書
に
添
付
す
る
点
検
票
の
様
式
は
、
消
防
用
設
備
等
の
種
類
及

び
非
常
電
源
の
種
別
並
び
に
配
線
及
び
総
合
操
作
盤
の
別
に
応
じ

び
非
常
電
源
の
種
別
並
び
に
配
線
及
び
総
合
操
作
盤
の
別
に
応
じ

、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
～
三
十
五

（
略
）

一
～
三
十
五

（
略
）

二

屋
内
消
火
栓
設
備
の
点
検
の
基
準
及
び
点
検
票

別
表
第
二

二

屋
内
消
火
栓
設
備
の
点
検
の
基
準
及
び
点
検
票

別
表
第
二

せ

ん

及
び
別
記
様
式
第
二

及
び
別
記
様
式
第
二

五

泡
消
火
設
備
の
点
検
の
基
準
及
び
点
検
票

別
表
第
五
及
び

五

泡
消
火
設
備
の
点
検
の
基
準
及
び
点
検
票

別
表
第
五
及
び

あ

わ

別
記
様
式
第
五

別
記
様
式
第
五

九

屋
外
消
火
栓
設
備
の
点
検
の
基
準
及
び
点
検
票

別
表
第
九

九

屋
外
消
火
栓
設
備
の
点
検
の
基
準
及
び
点
検
票

別
表
第
九

せ

ん

及
び
別
記
様
式
第
九

及
び
別
記
様
式
第
九

三
十
六

特
定
駐
車
場
用
泡
消
火
設
備
の
点
検
の
基
準
及
び
点
検

（
新
設
）

票

別
表
第
三
十
六
及
び
別
記
様
式
第
三
十
六

別
表
第
一
～
第
三
十
五

（
略
）

別
表
第
一
～
第
三
十
五

（
略
）

別
表
第
三
十
六

（
新
設
）
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○
消
防
庁
告
示
第

号

消
防
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
六
年
自
治
省
令
第
六
号
）
第
三
十
一
条
の
三
第
五
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
消
防
用
設

備
等
試
験
結
果
報
告
書
の
様
式
（
平
成
元
年
消
防
庁
告
示
第
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
二
十
六
年

月

日

消
防
庁
長
官

大
石

利
雄

第
三
十
七
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

三
十
八

特
定
駐
車
場
用
泡
消
火
設
備
試
験
結
果
報
告
書

別
記
様
式
第
三
十
八

別
記
様
式
第
三
十
七
の
次
に
次
の
一
様
式
を
加
え
る
。



 
別記様式第３８          ① 

特 定 駐 車 場 用 泡 消 火 設 備 試 験 結 果 報 告 書 

                                        試験実施日     年    月   日 

試験実施者 

     住 所 

     氏 名                       印 

用   途 （     ）項  ・  構  造  

延べ面積 ｍ2 階  数 地上    階   地下    階 

試        験        項        目 種  別 ・ 容  量  等  の  内  容 結 果 

外 
 

 
 

 
 

観 
 

 
 

 
 

試 
 

 
 

 
 

験 

水 源 

水 源 の 種 類 ・ 構 造  ―  

水 量  ｍ3（縦   ｍ横   ｍ 有効深さ   ｍ）  

吸 水 障 害 防 止 措 置  有    ・    無  

給 水 措 置  ―  

耐 震 措 置  有    ・    無  

加 
 

 
圧 

 
 

送 
 

 

水 
 

 

装 
 

 

置 

設 置 場 所    

ポ ン プ の 仕 様  
製造者名 

定格吐出量         Ｌ／ｍｉｎ 

定格全揚程             ｍ 

型式 製造番号 

電 動 機 の 仕 様  

製造者名 
種別              型電動機 

定格電圧              Ｖ 

型式 定格電流              Ａ 

製造番号 出力                ｋＶＡ 

ポ ン プ ・ 電 動 機 

設 置 状 況  ―  

接 地 工 事  種接地  

配 線  ―  

潤 滑 油  ―  

水温上昇防止のための

逃 し 装 置 

配 管 ・バルブ類 管の呼び                     Ａ   

オ リ フ ィ ス 等 流過口径                     ｍｍ  

ブースターポンプに設ける  
逃し配管･逃し装置 

逃がし配管の高さ                ｍ 

逃し装置の設定圧力              MPa 

 

性 能 試 験 装 置 の 配 管 ・ バ ルブ類   

 

 



 
特定駐車場用泡消火設備        ② 

試        験        項        目 種 別 ・ 容 量 等 の 内 容 結果 

外 
 

 
 

 
 

 
 

観 
 

 
 

 
 

 

試 
 

 
 

 
 

 
 

験 

加 
 

 
 

 

圧 
 

 
 

 

送 
 

 
 

 

水 
 

 
 

 

装 
 

 
 

 

置 

呼 水 装 置 

材 質 鋼板製 ・ 合成樹脂製  

水 量 Ｌ  

溢 水 用 排 水 管 管の呼び                    Ａ  

呼 水 管 管の呼び                    Ａ  

補 給 水 管 管の呼び                    Ａ  

減 水 警 報 装 置 フロートスイッチ ・ 電極  

制 御 装 置 

設 置 場 所   

制 御 盤 ―  

予 備 品 等 ―  

接 地 工 事 種接地  

圧 力 計 ・ 連 成 計 
設 置 位 置 ―  

性 能 級  

減 圧 措 置 有   ・   無  

起 
 

動 
 

装 
 

置 

直 接 操 作 部   

起 動 用 

水 圧 開 閉 装 置 

起動用圧力タンク  第２種圧力容器 ・ 高圧ガス圧力容器  

タ ン ク 容 量 Ｌ  

配 管 ・バルブ類 管の呼び                    Ａ  

自動式起動装置 感 知 器 ―  

流 水 検 知 装 置   

高 架水 槽 を 

用 い る も の 

構 造   

内 容 積 ・ 落 差 ｍ３         ｍ    

配 管 ・ バ ル ブ 類 ―  

水 位 計 ―  

圧力水槽を用

い る も の 

種 類 ・ 構 造 第 2 種圧力容器 ・ 高圧ガス圧力容器  

内 容 積 ・ 有 効 圧 力 ｍ３         ｍ    

自 動 加 圧 装 置 有   ・   無  

配 管 ・ バ ル ブ 類 ―  

水 位 計 ・ 圧 力 計 ―  

耐 震 措 置 有   ・   無  

配

管

・
バ

ル

ブ

類 

設 置 状 況   

機 器 

配 管 ―  

バ ル ブ 類 ―  

吸 水 管 ―  

フ ー ト 弁 ―  

耐 震 措 置 有   ・   無  

電

源 

常 用 電 源 Ｖ    

非 常 電 源 の 種 類 専用受電 ・ 自家発電 ・ 蓄電池  

 

 



 
特定駐車場用泡消火設備        ③ 

試        験        項        目 種 別 ・ 容 量 等 の 内 容 結果 

外

観

試

験 

閉
鎖
型
泡
水
溶
液
ヘ
ッ
ド 

設 置 方 法 

配 置 等 ―  

配 管 へ の 取 付 ―  

取 付 方 向 ―  

機 器 
標 示 温 度 ―  

構 造 ・ 性 能 ―  

開
放
型
泡
水
溶
液
ヘッ
ド
等 

設 置 方 法 

配 置 等 ―  

配 管 へ の 取 付 ―  

取 付 方 向 ―  

機 器 構 造 ・ 性 能 ―  

感

知

継

手 

設 置 方 法 

配 置 等 ―  

配 管 へ の 取 付 ―  

取 付 方 向 ―  

機 器 
標 示 温 度 ―  

構 造 ・ 性 能 ―  

泡

ヘ

ッ

ド 

設 置 方 法 

配 置 等   

配 管 へ の 取 付   

取 付 方 向   

機 器 泡 ヘ ッ ド   

一
斉
開
放
弁 

設 置 状 況 復 旧 ピ ン ―  

作 動 試 験 装 置   

機 器 構 造 ・ 性 能 ―  

制 御 弁 

設 置 場 所 等 ―  

設 置 高 さ 床面からの高さ                 ｍ  

構 造 ―  

表 示 ―  

流 水 検 知 装 置 

設 置 場 所 等 ―  

種 別 ・ 口 径 ―  

減 圧 警 報 ―  

構 造 ・ 性 能 ―  

末 端 試 験 弁 

設 置 場 所 ―  

構 造 ―  

表 示 ―  

 



 
特定駐車場用泡消火設備        ④ 

試        験        項        目 種 別 ・ 容 量 等 の 内 容 結果 

外 
 

 
 

 
 

観 
 

 
 

 
 

試 
 

 
 

 
 

験 

自 動 警 報 装 置 
音 響 警 報 装 置 ―  

火 災 表 示 装 置 ―  

減 圧 措 置 有   ・   無  

泡

消

火

薬

剤

貯

蔵

槽

等 
 

 

泡消火薬剤貯蔵槽 

設 置 場 所   

泡 消 火 薬 剤 の適 正   

貯 蔵 量 L     

圧 力 計 の 指 示 ＭＰａ   

泡 消 火 薬 剤 

混 合 装 置 

設 置 場 所 ―  

混 合 方 法 ―  

構 造 ・ 性 能 ―  

泡 消 火 薬 剤 
種 別   

性 能 希釈容量濃度               ％  

混 合 装 置  

試 験 弁 

設 置 場 所 ―  

表 示 ―  

 耐 震 措 置 ―  

制 御 盤 

設 置 場 所 ―  

周囲の状況・操作性 ―  

設 置 状 況 ―  

構 造 ・ 性 能 ―  

操 作 部 ―  

予 備 品 等 ―  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
特定駐車場用泡消火設備        ⑤ 

試        験        項        目 種 別 ・ 容 量 等 の 内 容 結果 

機 
 

 
 

 
 

能 
 

 
 

 
 

試 
 

 
 

 
 

験 

加 
 

圧 
 

送 
 

水 
 

装 
 

置 
 

試 
 

験 

呼  水  装  置 

作  動  試  験 

減水警報装置作動状況 床面からの高さ                ｃｍ  

自動給水装置作動状況 ―  

呼水槽からの水の補給状況 ―  

制 御 装 置 試 験 
起動・停止操作時の状況等 ―  

電源切替時の運転状況 ―  

起 動 装 置 試 験 

ポ ン プ の 起 動 状 況 ―  

起動表示の点灯状況 ―  

起動用水圧開閉装置の 

作   動   圧   力 

設定圧力                   ＭＰａ 

作動圧力                   ＭＰａ 

 

ポ ン プ 試 験 

運 転 状 況 ―  

※締切運

転時の状

況 

締 切 揚 程                         ｍ   

電 圧                         Ｖ  

電 流                         Ａ  

※定格負

荷運転時

の状況 

定 格 揚 程                         ｍ  

電 圧                         Ｖ  

電 流                         Ａ  

※ 水 温 上 昇 防 止 装 置 試 験 逃し水量             Ｌ/min  

※ ポ ン プ 性 能 試 験 装 置 試 験 表示値の差             L  

高 架 水 槽 を 

用 い る も の 

作動試験 給水装置作動状況   

静 水 圧 測 定   

圧 力 水 槽 を 

用 い る も の 

作動試験 

給水装置作動状況   

自 動 加 圧 装 置 

作 動 状 況 

  

静 水 圧 測 定   

配 管 耐 圧 試 験 試験圧力                  ＭＰａ  

流 水 検 知 装 置 ・ 表 示 等 ―  

 一 斉 開 放 弁   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

特定駐車場用泡消火設備        ⑥ 

総 
 

 
 

 

合 
 

 
 

 
 

試 
 

 
 

 
 

験 

放 射 試 験 

起 動 性 能 等 ―  

放 射 圧 力 備考欄表参照  

放 射 量 備考欄表参照  

希 釈 容 量 濃 度 ％   

発 泡 倍 率 倍   

2 5 ％ 還 元 時 間 ｓｅｃ  

制 御 盤 
予備電源

試 験 

電 源 の自 動 切 替 機 能 ―  

端 子 電 圧 ・ 容 量 ―  

非常電源切替試験 

自 家 発 電 設 備 ―  

蓄 電 池 設 備 ―  

燃 料 電 池 設 備 ―  

備 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
考 

放射試験の記入欄 
区画 １ ２ ３      

放射圧力 
ＭＰａ 

        

放射量 
L/min 

        

放射量Ｑは、Ｑ＝Ｋ√10Ｐで求める。Ｋ＝６０、Ｐ＝放射圧力 
 

屈折率計の読みと希釈容量濃度（混合率） 

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5  

希釈容量濃度（混合率） 
備考 1 この用紙の大きさは、日本工業規格Ａ4 とすること。 
 2 選択肢のある欄は、当該事項を○印で囲むこと。 
 3 ※「加圧送水装置の基準」（平成 9 年消防庁告示第 8 号）に適合しているものとして、総務大臣又は消防庁長官が指定する登録認定

機関の認定を受け、その表示が貼付されているものにあっては、省略することができる。 
 4 結果の欄には、良否を記入すること。 
 5 非常電源及び配線についての試験結果報告書を添付すること。 
 6 操作盤が設けられているものにあっては、操作盤についての試験結果報告書を添付すること。 
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附

則

こ
の
告
示
は
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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消
防
用
設
備
等
試
験
結
果
報
告
書
の
様
式
を
定
め
る
件
の
一
部
を
改
正
す
る
件

新
旧
対
照
表

○
消
防
用
設
備
等
試
験
結
果
報
告
書
の
様
式
（
平
成
元
年
消
防
庁
告
示
第
四
号
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

消
防
用
設
備
等
試
験
結
果
報
告
書
の
様
式
は
、
消
防
用
設
備
等

消
防
用
設
備
等
試
験
結
果
報
告
書
の
様
式
は
、
消
防
用
設
備
等

の
種
類
及
び
非
常
電
源
の
種
別
並
び
に
配
線
及
び
総
合
操
作
盤
の

の
種
類
及
び
非
常
電
源
の
種
別
並
び
に
配
線
及
び
総
合
操
作
盤
の

別
に
応
じ
次
の
と
お
り
と
す
る
。

別
に
応
じ
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
～
三
十
七

（
略
）

一
～
三
十
七

（
略
）

三
十
八

特
定
駐
車
場
用
泡
消
火
設
備
試
験
結
果
報
告
書

別

記
様
式
第
三
十
八



○
消
防
庁
告
示
第

号

消
防
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
六
年
自
治
省
令
第
六
号
）
第
三
十
一
条
の
六
第
一
項
及
び
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き

、
消
防
法
施
行
規
則
第
三
十
一
条
の
六
第
一
項
及
び
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
く
消
防
用
設
備
等
又
は
特
殊
消
防
用
設
備

等
の
種
類
及
び
点
検
内
容
に
応
じ
て
行
う
点
検
の
期
間
、
点
検
の
方
法
並
び
に
点
検
の
結
果
に
つ
い
て
の
報
告
書
の
様

式
（
平
成
十
六
年
消
防
庁
告
示
第
九
号
）
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
二
十
六
年

月

日

消
防
庁
長
官

大
石

利
雄

第
三
の
表
中
「
二
酸
化
炭
素
消
火
設
備
」
を
「
不
活
性
ガ
ス
消
火
設
備
」
に
、
「
並
び
に
複
合
型
居
住
施
設
用
自
動

火
災
報
知
設
備
」
を
「
、
複
合
型
居
住
施
設
用
自
動
火
災
報
知
設
備
並
び
に
特
定
駐
車
場
用
泡
消
火
設
備
」
に
改
め
る

。
別
記
様
式
第
一
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



別記様式第１ 

消防用設備等（特殊消防用設備等）点検結果報告書 

年   月   日  

 消防長（消防署長）（市町村長） 殿 

届 出 者                    

住  所                   

氏  名                印  

電話番号                   

 下記のとおり消防用設備等（特殊消防用設備等）の点検を実施したので、消防法第

17条の３の３の規定に基づき報告します。 

記 

防

火

対

象

物 

所 在 地  

名 称  

用 途  

構造・規模 
       造   地上     階   地下     階 

床面積        ｍ2    延べ面積        ｍ2 

点 検 期 間    年  月から  年  月まで（  年  月から  年  月まで） 

消防用設備等（特殊消
防用設備等）の種類等 

 

点 検 票 別添のとおり 

点 
 
 

検 
 
 

者 

住 所  社  名  

氏 名  電話番号  

点 検 資 格 

消 防

設備士 

種 類 等 交付知事 
交付年月日 講 習 受 講 状 況 

交付番号 受 講 地 受講年月 

甲
・
乙 

種 類 
都道 

府県 

年 月 日 都道 

府県 
年 月 

第 号 

消防設

備点検

資格者 

種      類 
交付年月日 再 講 習 受 講 状 況 

交付番号 受  講  年  月 

特・第１・第２種 
年 月 日 

年    月 
第 号 

※受 付 欄 ※経  過  欄 ※備    考 

   

備考 １ この用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。 

   ２ 点検者が複数の場合は、別記様式第３に記入し、添付すること。 

   ３ 消防用設備等又は特殊消防用設備等ごとの点検票を添付すること。 

   ４ ※印欄は、記入しないこと。 

   ５ 点検期間のうち、消防用設備等と同時に特殊消防用設備等を点検する場合、その点検期間を（ ）へ記

入すること。 

   ６ 住所、社名及び電話番号の欄は、点検者が会社（会社以外の法人に所属する場合は当該法人）に所属す

る場合には、当該所属する会社の住所、社名及び電話番号を記入すること。 



別
記
様
式
第
三
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



別記様式第３ 

消防用設備等（特殊消防用設備等）点検者一覧表 

点     検     者 設 備 名 

住 所  社 名  

 

氏 名  電話番号  

資 格 

消 防

設備士 

種 類 等 交付知事 
交付年月日 講習受講状況 

交付番号 受 講 地 受講年月 

甲
・
乙 

種 類 
都道 
府県 

年 月 日 都道 
府県 

年 月 
第 号 

消防設

備点検

資格者 

種  類 
交付年月日 再講習受講状況 

交付番号 受 講 年 月 

特  種 
年 月 日 

年   月 
第 号 

第 １ 種 
年 月 日 

年   月 
第 号 

第 ２ 種 
年 月 日 

年   月 
第 号 

 
住 所  社 名  

 

氏 名  電話番号  

資 格 

消 防

設備士 

種 類 等 交付知事 
交付年月日 講習受講状況 

交付番号 受 講 地 受講年月 

甲
・
乙 

種 類 都道 
府県 

年 月 日 都道 
府県 

年 月 
第 号 

消防設

備点検

資格者 

種  類 
交付年月日 再講習受講状況 

交付番号 受 講 年 月 

特  種 
年 月 日 

年   月 
第 号 

第 １ 種 
年 月 日 

年   月 
第 号 

第 ２ 種 
年 月 日 

年   月 
第 号 

 
住 所  社 名  

 

氏 名  電話番号  

資 格 

消 防

設備士 

種 類 等 交付知事 
交付年月日 講習受講状況 

交付番号 受 講 地 受講年月 

甲
・
乙 

種 類 
都道 
府県 

年 月 日 都道 
府県 年 月 

第 号 

消防設

備点検

資格者 

種  類 
交付年月日 再講習受講状況 

交付番号 受 講 年 月 

特  種 
年 月 日 

年   月 
第 号 

第 １ 種 
年 月 日 

年   月 
第 号 

第 ２ 種 
年 月 日 

年   月 
第 号 

備考 １ この用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。 

   ２ 住所、社名及び電話番号の欄は、点検者が会社（会社以外の法人に所属する場合は当該法人）に所属す

る場合には、当該所属する会社の住所、社名及び電話番号を記入すること。 

   ３ 資格の欄は、消防設備士又は消防設備点検資格者の区分、種類等、交付年月日、交付番号、交付機関、

最新の講習（再講習）受講年月日を記載すること。 



附

則

こ
の
告
示
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
別
記
様
式
第
一
及
び
別
記
様
式
第
三
の
改
正
規
定
は
、
平
成

二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。



- 1 -

消
防
法
施
行
規
則
の
規
定
に
基
づ
き
、
消
防
用
設
備
等
又
は
特
殊
消
防
用
設
備
等
の
種
類
及
び
点
検
内
容
に
応
じ
て
行
う
点
検
の
期
間
、

点
検
の
方
法
並
び
に
点
検
の
結
果
に
つ
い
て
の
報
告
書
の
様
式
を
定
め
る
件
の
一
部
を
改
正
す
る
件

新
旧
対
照
表

○

消
防
法
施
行
規
則
の
規
定
に
基
づ
き
、
消
防
用
設
備
等
又
は
特
殊
消
防
用
設
備
等
の
種
類
及
び
点
検
内
容
に
応
じ
て
行
う
点
検
の
期
間

、
点
検
の
方
法
並
び
に
点
検
の
結
果
に
つ
い
て
の
報
告
書
の
様
式
を
定
め
る
件
（
平
成
十
六
年
消
防
庁
告
示
第
九
号
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

現
行

改
正
案

第
一
・
第
二

（
略
）

第
一
・
第
二

（
略
）

第
三

点
検
の
期
間

第
三

点
検
の
期
間

点
検
の
期
間
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
消
防
用
設
備
等

点
検
の
期
間
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
消
防
用
設
備
等

の
種
類
等
並
び
に
同
表
中
欄
に
掲
げ
る
点
検
の
内
容
及
び
点
検

の
種
類
等
並
び
に
同
表
中
欄
に
掲
げ
る
点
検
の
内
容
及
び
点
検

の
方
法
に
応
じ
、
同
表
下
欄
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。
た
だ

の
方
法
に
応
じ
、
同
表
下
欄
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。
た
だ

し
、
特
殊
消
防
用
設
備
等
に
あ
っ
て
は
、
法
第
十
七
条
第
三
項

し
、
特
殊
消
防
用
設
備
等
に
あ
っ
て
は
、
法
第
十
七
条
第
三
項

に
規
定
す
る
設
備
等
設
置
維
持
計
画
に
定
め
る
期
間
に
よ
る
も

に
規
定
す
る
設
備
等
設
置
維
持
計
画
に
定
め
る
期
間
に
よ
る
も

の
と
す
る
。

の
と
す
る
。

消
防
用
設
備
等
の
種
類
等

点
検
の
内
容

点
検
の

消
防
用
設
備
等
の
種
類
等

点
検
の
内
容

点
検
の

及
び
方
法

期
間

及
び
方
法

期
間

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

屋
内
消
火
栓
設
備
、
ス
プ
リ
ン
ク
ラ

屋
内
消
火
栓
設
備
、
ス
プ
リ
ン
ク
ラ

ー
設
備
、
水
噴
霧
消
火
設
備
、
泡
消

ー
設
備
、
水
噴
霧
消
火
設
備
、
泡
消

火
設
備
、
不
活
性
ガ
ス
消
火
設
備
、

機
器
点
検

六
月

火
設
備
、
二
酸
化
炭
素
消
火
設
備
、

機
器
点
検

六
月

ハ
ロ
ゲ
ン
化
物
消
火
設
備
、
粉
末
消

ハ
ロ
ゲ
ン
化
物
消
火
設
備
、
粉
末
消

火
設
備
、
屋
外
消
火
栓
設
備
、
動
力

火
設
備
、
屋
外
消
火
栓
設
備
、
動
力
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消
防
ポ
ン
プ
設
備
、
自
動
火
災
報
知

消
防
ポ
ン
プ
設
備
、
自
動
火
災
報
知

設
備
、
ガ
ス
漏
れ
火
災
警
報
設
備
、

設
備
、
ガ
ス
漏
れ
火
災
警
報
設
備
、

漏
電
火
災
警
報
器
、
非
常
警
報
器
具

総
合
点
検

一
年

漏
電
火
災
警
報
器
、
非
常
警
報
器
具

総
合
点
検

一
年

及
び
設
備
、
避
難
器
具
、
排
煙
設
備

及
び
設
備
、
避
難
器
具
、
排
煙
設
備

、
連
結
散
水
設
備
、
連
結
送
水
管
、

、
連
結
散
水
設
備
、
連
結
送
水
管
、

非
常
電
源
（
配
線
の
部
分
を
除
く
。

非
常
電
源
（
配
線
の
部
分
を
除
く
。

）
、
総
合
操
作
盤
、
パ
ッ
ケ
ー
ジ
型

）
、
総
合
操
作
盤
、
パ
ッ
ケ
ー
ジ
型

消
火
設
備
、

パ
ッ
ケ
ー
ジ
型
自
動

消
火
設
備
、

パ
ッ
ケ
ー
ジ
型
自
動

消
火
設
備
、
共
同
住
宅
用
ス
プ
リ
ン

消
火
設
備
、
共
同
住
宅
用
ス
プ
リ
ン

ク
ラ
ー
設
備
、
共
同
住
宅
用
自
動
火

ク
ラ
ー
設
備
、
共
同
住
宅
用
自
動
火

災
報
知
設
備
、
住
戸
用
自
動
火
災
報

災
報
知
設
備
、
住
戸
用
自
動
火
災
報

知
設
備
、
共
同
住
宅
用
非
常
警
報
設

知
設
備
、
共
同
住
宅
用
非
常
警
報
設

備
、
共
同
住
宅
用
連
結
送
水
管
、
特

備
、
共
同
住
宅
用
連
結
送
水
管
並
び

定
小
規
模
施
設
用
自
動
火
災
報
知
設

に
特
定
小
規
模
施
設
用
自
動
火
災
報

備
、
加
圧
防
排
煙
設
備
、
複
合
型
居

知
設
備
、
加
圧
防
排
煙
設
備
並
び
に

住
施
設
用
自
動
火
災
報
知
設
備
並
び

複
合
型
居
住
施
設
用
自
動
火
災
報
知

に
特
定
駐
車
場
用
泡
消
火
設
備

設
備

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

第
四

（
略
）

第
四

（
略
）




